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大分県林業・木材産業改善資金事務処理要綱

制 定 平成１６年３月１０日

第 １ 章 総 則

（目 的）

第１条 県は、林業・木材産業改善資金の貸付事務を円滑に処理するため林業・木材

産業改善資金助成法（昭和 51年法律第 42号）、林業・木材産業改善資金助成法施行令
（昭和 51年政令第 131号）、林業・木材産業改善資金助成法施行規則（平成 15年農林
水産省令第 55号）、大分県林業・木材産業改善資金貸付規則（平成 16年大分県規則
第 9号。 以下「規則」という。）によるほか、この要綱の定めるところにより行う

ものとする。

第 ２ 章 貸付対象資金

（貸付対象資金の具体的な内容に関する留意事項）

第２条 貸付けの対象となる資金は規則第５条に規定するとおりであるが、資金の

具体的な内容に関する必要な留意事項は次のとおりとする。

ア 林業・木材産業改善措置のうち林業労働にかかる労働災害の防止又は林業労働に

従事する者の確保を目的として行う林業労働にかかる安全衛生施設又は林業労働に

従事する者の福利厚生施設の導入を実施するのに必要な資金は、規則第５条第１項

第１号の資金のみが対象となること。

イ 規則第５条第１項第３号の資金は立木の取得そのものが林業・木材産業改善措置

として実施される場合の立木の取得に必要な資金であり、高能率の林業機械や加工

機械の導入に伴い必要となる立木の取得費用のようなものは含まれないこと。

ウ 規則第５条第１項第１２号の資金は、林業・木材産業改善措置の導入にかかる

初度的経費に充てるのに必要なものに限られること。

エ 本資金の対象として、土地及び建物（林業労働にかかる労働災害の防止又は林業

労働に従事する者の確保を目的として導入する休憩施設、きのこの栽培舎その他

林業・木材産業改善措置の実施に必要不可欠なものを除く。）の取得費用は含まれな

いこと。

第 ３ 章 貸付資格の認定

（留意事項）

第３条 当該認定にかかる林業・木材産業改善資金資格の認定に関し必要な留意事項は、

次のとおりとする。

ア 当該認定に係る林業・木材産業改善資金の貸付けが、効率的かつ安定的な林業

経営の育成と木材産業の構造改革の推進に資するものとなるよう、林業経営基盤の

強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法（昭和 54 年法律第 51 号）
第２条の２第１項の規定に基づき知事が定める林業経営基盤の強化並びに木材の
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生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想、都道府県林業・木材産業

構造改革プログラム作成要領（平成 14年 2月 26日付け 13林政経第 166号林野庁
長官通知）に基づき知事が作成する林業・木材産業構造改革プログラムの内容等に

即したものであること。

イ 当該認定に係る林業・木材産業改善措置に係る事業（以下単に「事業」という。）

が、事業の効果の発現時期の早期化及び資金の効果的利用の観点から、原則として、

林業・木材産業改善資金の貸付け後３ヶ月以内（３ヶ月以内に完了することが困難

なもの（森林施業の継続した実施、研修等）については、林業・木材産業改善措置

に関する計画に記載する事業完了までの期間以内）に完了すると見込まれるもので

あること。

ウ 当該認定に係る林業・木材産業改善措置を実施するのに必要な林業・木材産業

改善資金以外の資金についても、その調達及び償還の確実性が十分見込まれるもの

であること。

（貸付資格の認定に係る振興局の調査）

第４条 規則第３条第３項に規定する振興局長の認定についての意見は、資格認定に

係る調査・意見書（第１号様式）によるものとする。振興局長は作成にあたり、必要

に応じて、借受者及び連帯保証人その他関係者と面談等を実施するものとする。

２ 振興局長は、次に掲げる事項に留意して調査するものとする。

ア 貸付資格認定申請書に記載された改善措置の内容が、法令、通達等に適合して

いるか。

イ 貸付資格認定申請書に記載された改善措置の事業量、対象機械・施設、事業費

等が適正か。

ウ 改善措置の実施により、経営の改善、労働災害の防止、林業従事者の確保が

見込めるか。

エ 資金の貸付後３か月以内（３か月以内に完了することが困難なものについては、

貸付資格認定申請書に記載された事業完了予定日まで）に事業が完了することが

見込まれるか。

オ 県の林業振興に関する各種計画に沿った内容か。

第 ４ 章 貸付方法等

（貸付方法）

第５条 本資金の貸付金額が 600 万円を超える場合は、原則として規則８条に定める
転貸貸付方式によるものとし、知事は借受希望者と融資機関の調整を図るものとする。

なお、転貸方式による貸付の協議が整わない場合に限り、直接貸付けによる貸付を

協議するものとする。この場合の直接貸付けにおいては、原則として借受者の費用

負担による公正 証書での債務承認債務弁済契約を別途締結するものとする。

２ 前項の規定に基づき、公正証書を作成しようとするときは、借受者は 貸付決定

後、委任状（第２号様式）を知事に提出するものとする。
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（貸付申請書提出期日及び約定償還期日）

第６条 直接貸付け（申請額が５０万円を超えるもの）の貸付申請書の提出期日と貸付

決定時期、及び約定償還期日については次のとおりとする。

貸付申請書の提出期日 貸付決定時期 約定償還期日

第１回 ６月２０日 ７月 ８月 １日

第２回 ９月２０日 １０月 １０月３０日

第３回 １２月２０日 １月 １２月２０日

第４回 ２月２０日 ３月 ２月１５日

ただし、週休日及び国民の祝日の場合はその翌日とする。

なお、知事が特に認めた場合は次項に準じるものとする。

２ 申請額が５０万円以下の直接貸付け及び県貸付金の貸付申請書の提出期日と貸付

決定時期については随時とし、約定償還期日については、前項の直接貸付けの貸付申

請書の提出期日の区分に応じて定めるものとする。

第 ５ 章 直接貸付けにおける債権保全措置

（申請者）

第７条 申請者については、下記について留意するものとする。

ア 申請者が未成年の場合は親権者を、共同で借り受けようとする場合は、代表者の

者以外の全員を連帯債務者とする。

イ 経営の早期確立及び資金の適正管理の観点より、原則として償還は７０歳までに

完了することとする。ただし、連帯債務者を立てる場合であって、当該連帯債務者

が７０歳までに償還を完了することができるときはこの限りでない。

（連帯保証人及び担保）

第８条 直接貸付けによる借入を希望するものは、次の表に掲げる貸付金額の区分に

応じ連帯保証人を定め、担保を提供しなければならない。なお、この場合の貸付金額

は、借受者がそれまでに借りている改善資金の未償還分を合算した額とする。

貸 付 金 額 連 帯 保 証 人 担 保

50万円以下 １名以上 不 要

50万円超 600万円以下 ２名以上 不 要

600万円超 1,000万円以下 ２名以上 提 供

1,000万円超 ３名以上 提 供

（連帯保証人に関する留意事項）

第９条 借受者は、次の事項に留意して連帯保証人を定めるものとする。

ア 借受者は、原則として、個人にあってはその者と住居及び生計を同じくする親族

以外から、会社にあっては構成員以外（代表者を除く）から定めるものとする。

イ 連帯保証人は、貸付金の最終償還時の年齢が原則として７０歳未満の者とする。

ただし、審査において償還の確実性が十分見込まれる場合はこの限りでない。

ウ 連帯保証人は、債権回収の便宜上、原則として借受者と同一市町村又は近隣

市町村を住所地とする者を努めて定めるものとする。

エ 借受者と連帯保証人の相互保証は、原則として認めない。
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（担保の評価方法）

第１０条 規則第７条第１項による担保は原則として不動産とし、その評価は時価に

より算定し、算定額の７０％をもって担保価格とする。ただし、時価によりがたい

場合は、知事が別に定める評価方法により算定するものとする。

（連帯保証人・担保の追加）

第１１条 借受者は、知事が当該借受けに係る連帯保証人若しくは担保の追加請求を

したときは、直ちにこれに応じ保証人追加届（第３号様式）又は担保追加届（第４号

様式）を事務委託機関を経由して知事に提出しなければならない。

第 ６ 章 借受者・連帯保証人・担保の変更

（借受者・連帯保証人の住所等の変更届）

第１２条 借受者は、借受者若しくは連帯保証人の住所・電話番号または氏名（団体の

場合においては代表者名）に変更があったときは、借受者又は連帯保証人に関する

変更届（第５号様式）を事務委託機関を経由して知事に提出するものとする。

（連帯保証人・担保の変更）

第１３条 借受者は、連帯保証人若しくは担保の変更の必要がある場合には、連帯保証人

変更請求書（第６号様式）・担保変更請求書（第７号様式）を前条と同様に知事に提出

しなければならない。

２ 知事は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは

これを受諾する。

第 ７ 章 直接貸付けによる貸付手続き

（事務委託機関）

第１４条 規則第６条第２項に規定する貸付の決定の参考となるべき資料は貸付にかかる

調査・意見書（第８号様式）とし、事務委託機関若しくは事務再委託機関が作成する

ものとする。作成にあたっては、申請者及び連帯保証人に、申請者・保証人調書

（第９号様式）を提出させ、原則として面接により意思確認を行うものとする。

（市町村等の特例）

第１５条 規則第６条第４項の規定による「事務委託機関を経由して提出することを

要しないと認められるとき」とは、次のとおりとする。

(1) 貸付申請者が市町村（財産区を含む。）、地方公共団体の一部事務組合及び社団

法人大分県林業公社である場合

(2) 事務委託機関が貸付申請者となる場合

（押印及び添付書類）

第１５条の２ 第２号様式から第７号様式までの各様式に使用する印鑑は実印又は登録

印とし、当該使用した印鑑に係る印鑑証明書を添付して提出しなければならない。

第 ８ 章 借用証書
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（借用証書の提出）

第１６条 規則第６条第８項及び第８条第７項の借用証書（規則第５・１１号様式）に

使用する印鑑は実印若しくは登録印とし、借受者は借用証書に印鑑証明書を添付して

指定された提出先に期日までに提出しなければならない。

２ 第１５条に規定する市町村等が借用書を提出する場合にあっては、直接知事に

提出するものとする。

３ 借用証書には年月日を記入しない。

４ 借用証書には借受者、連帯債務者、連帯保証人全員の捨印を押印する。

（事務委託機関）

第１７条 事務委託機関は前条の借用証書の送付を受けたときは、書類を審査のうえ

資金交付予定日の１０日前までに知事に提出しなければならない。

第 ９ 章 資 金 の 交 付

（担当課）

第１８条 直接貸付けにおける借用証書を受理したときは、知事は資金交付予定日に

口座振替により事務務委託機関及び事務再委託機関を通じて資金交付を行うものと

する。

２ 借受者が市町村等の場合には、前項の規定にかかわらず、直接市町村等へ送金

するものとする。

３ 資金交付を完了したときは、送金した日を貸付日として借用証書にその日を記載

するものとする。

（事務委託機関及び事務再委託機関）

第１９条 資金の交付を受けた事務委託機関は、再委託機関及び直接支払う借受者に

知事の交付月日と同日（やむを得ない場合は、翌営業日）に口座振替により送金する

ものとする。

２ 事務再委託機関は事務委託機関の振替月日と同日（やむを得ない場合は翌営業日）

に借受者に資金交付をするものとする。

（資金交付状況報告書）

第２０条 資金の交付を終了した事務再委託機関は、資金交付状況報告書（第１０号様式）

を資金交付終了後７日以内に事務委託機関に提出しなければならない。

２ 事務委託機関は、資金交付状況報告書を取りまとめ資金交付終了後１０日以内に

知事に提出しなければならない。

（預金口座）

第２１条 事務委託機関及び事務再委託機関は、本資金の経理を適切に処理するため、

大分県指定金融機関株式会社大分銀行（以下「指定金融機関」という。）に「大分県

林業・木材産業改善資金事務受託者〇〇組合又は〇〇連合会」名義の普通預金口座を

設けなければならない。

第 １０ 章 貸付決定の取消、貸付辞退
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（貸付決定の取消し）

第２２条 知事は、貸付けの決定を受けた者が、借用証書の提出期日を経過してなお

長期にわたって提出しないときは、当該貸付決定を取り消すものとし、この旨当該

申請者並びに振興局長及び事務委託機関に通知するものとする。

（貸付辞退）

第２３条 貸付けの決定を受けた者で資金の交付を受ける前に貸付けを辞退しようと

するときは、直ちに林業・木材産業改善資金辞退届（第１１号様式）を貸付申請手続

に準じて知事に提出しなければならない。

第 １１ 章 事業の実施

（事業の着工）

第２４条 事業の着工は、原則として貸付金の交付を受けてから行うものとする。やむ

を得ず貸付金の交付前に事業を実施する場合は、貸付決定通知を受けてから実施する

ものとし、この場合は林業・木材産業改善資金交付前着工届（第１２号様式）を知事

に提出するものとする。なお、「事業の着工」とは実際に工事等を行うこと、すなわち、

機械等の設置にあっては当該機械の据付けを、購入にあってはその搬入を、施設等の

工事にあっては当該工事の開始をいい、契約行為（自己資金にかかる手付金等の支払

を含む。）は、事業の着工に該当しない。

（事業の完了及び事業期間の延長）

第２５条 事業の完了は、貸付対象の事業が完了し、又は貸付対象施設の設置、取得が

完了し、かつその事業費を全て支払ったことをさすものとする。なお、事業の完了が

その予定期間内に完了することが著しく困難になったときは、事業計画延長承認申請書

（第１３号様式）を提出するものとする。

（事業費の支払）

第２６条 借受者における事業費の支払いは、原則として銀行振込とする。ただし、

やむを得ない理由がある場合に限り現金、小切手、手形等で支払うことができるもの

とする。

なお、手形の場合、手形決済日＝支払日となるので留意すること。

（証拠書類の保管及び購入機械等の処分の制限）

第２７条 借受者は事業費の支払の内容や使用状況等が明らかとなる証拠書類を、貸付金

の償還が完了するまで保管しなければならない。なお、貸付金の償還が完了するまでは、

資金により購入した機械、施設等の目的外使用、無断貸出、無断処分等は認めない

ものとする。

第 １２ 章 事業実施報告及び確認調査

（事業実施報告）

第２８条 規則第１０条第１項に規定する事業実施報告書（規則第１３号様式）には

事業費支払の証拠書類の写し及び必要書類を添付するものとする。なお、直接貸付け

については事務委託機関を経由して振興局長に提出するものとする。
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（確認調査）

第２９条 直接貸付けについては振興局長が、転貸貸付けについてはその融資機関が

事業実施報告書及び必要関係書類を確認し、さらに事業が貸付申請のとおり実施され、

事業費が確実に支払われたかについて実地調査を行い、その結果を事業実施報告書に

記入するものとする。

２ 融資機関は、規則第１０条第２項に規定する県貸付金事業実施報告書（規則第

１４号様式）及び事業実施報告書を管轄する振興局長に送付するものとし、振興局長

はその内容を審査し、必要に応じて実地調査を行うものとする。

３ 振興局長は、事業実施報告書及び県貸付金事業実施報告書に貸付確認チェックリスト

（第１４号様式）を添付して知事に送付するものとする。

４ 振興局長は、同条第１項及び第２項の調査の結果、期限前償還（一部償還を含む。）

の必要があると認めた場合には、遅滞なく知事に借受者調査報告書（第１５号様式）

を提出しなければならない。

第 １３ 章 直接貸付けの貸付金等の償還

（担当課）

第３０条 借用証書に定めた償還方法に基づき、支払期日に償還金を納入させるため、

納入通知書を事務委託機関を経由して借受者に送付するものとする。

２ 前項の場合において、借受者が市町村等である場合には直接市町村等に送付する

ものとする。

（借受者）

第３１条 納入通知書の送付を受けた借受者は、その納入期限までに償還金を口座振替

により事務再委託機関（事務再委託機関を経由していない者は事務委託機関）の預金

口座に振込むとともに、納入通知書を提出しなければならない。

２ 借受者が市町村等の場合には、前項の規定にかかわらず直接指定金融機関に納入

するものとする。

（委託事務処理機関印及び出納済印）

第３２条 事務委託機関は、出納事務取扱のために次に定める委託事務処理機関印及び

出納済印を備え付け、これを使用しなければならない。

(1)委託事務処理機関印・・・・ 組合長印又は連合会長印

(2)出納済印・・・・・・・ 直径３センメートルの円形で次のとおりとする。

（事務再委託機関）

第３３条 償還金の出納及び納入通知書の提出を受けたときは、金額を確認のうえ、

納入通知書に出納済印を押印し、領収書を借受者に交付しなければならない。
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２ 事務再委託機関は、償還金を口座振替により即日（やむを得ない場合は、翌営業日）

事務委託機関に送金するとともに、収納済通知票（事務委託機関用、命令機関用）の

当日分を取りまとめ償還金日計表（第１６号様式）を添付して即日事務委託機関に

送付しなければならない。

（事務委託機関）

第３４条 事務委託機関は、送付のあった償還金日計表及び出納通知票を確認のうえ、

償還金の合計額を現金払込票（会計規則第１６号様式（その２））により、即日（やむ

を得ない場合は翌営業日）指定金融機関に納入しなければならない。

２ 償還金の納入を完了したときは、出納済通知票（命令機関用）を３日以内に知事

に提出しなければならない。

（委託徴収金報告書）

第３５条 事務委託機関は、毎月委託徴収金報告書（会計規則第１７号様式）を作成し、

翌月の５日までに県庁担当課に報告しなければならない。

（現金納付による特例）

第３６条 事務委託機関は、やむを得ない理由により借受者から現金により納入した

場合は、第３１条第１項及び第３３条第１項、第２項に準じて処理しなければならない。

第 １４ 章 融資機関に対する県貸付金等の償還

（担当課）

第３７条 借用証書に定めた償還方法に基づき、支払期日に償還金を納入させるため

納入通知書を融資機関に送付するものとする。

（融資機関）

第３８条 納入通知書の送付を受けた融資機関は、その納入期限までに県に納入しなけ

ればならない。

２ 融資機関が借受者から違約金を徴収する場合は、違約金徴収報告書（第１７号様式）

を県に提出し、県の発行する納入通知書により速やかに納入しなければならない。

第 １５ 章 支 払 猶 予

（証明書）

第３９条 規則第１５条第１項に定める支払猶予申請書に添付する知事が指定する証明書

とは次の者が発行する証明書とする。

天災による災害 市町村長

盗 難 警察署長

火 災 市町村長

死 亡 〃

疾 病 医 師

負 傷 〃

（市町村等に対する支払猶予の決定の通知）

第４０条 規則第１５条の規定により市町村等に対する支払猶予の決定の通知は、規則
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第６条第７項の規定を準用する。

第 １６ 章 委託業務に係る報告

（延滞状況報告書）

第４１条 事務再委託機関は、償還金が償還期限３０日を経過して、なお、償還されない

ときは、その理由を借受者ごとに調査し、その結果を延滞状況報告書（第１８号様式）

により、１０日以内に事務委託機関に報告するものとし、事務委託機関は、これを

取りまとめ償還期限経過後５０日以内に知事に提出しなければならない。なお、事務

再委託機関を経由していない場合は事務委託機関がこれを行うものとする。

（貸付条件変更報告書）

第４２条 事務委託機関は、貸付金の保全上保証人及び担保の追加若しくは変更の必要

があるとき又は貸付金の期限前償還（一部償還を含む。）の必要があると認めるときは、

林業・木材産業改善資金貸付条件変更報告書（第１９号様式）により、速やかに知事

に提出しなければならない。

第 １７ 章 委託手数料等の請求

（委託手数料）

第４３条 林業・木材産業改善資金事務委託契約書（以下「委託契約書」という。）第６条

第１項の規定に基づく委託手数料の請求は、委託手数料請求書（第２０号様式）により、

翌年度の４月１０日までに請求するものとする。

（延滞取立奨励金）

第４４条 委託契約書第６条第２項の規定に基づく延滞取立奨励金の請求は、延滞取立

奨励金請求書（第２１号様式）により請求するものとする。

（過怠金）

第４５条 委託契約書第６条第４項の規定に基づく過怠金の請求は、過怠金請求書

（第２２号様式）により請求するものとする。

第 １８ 章 納入遅延の報告

（遅延損害金）

第４６条 委託契約書第１０条第１項に規定する遅延損害金については、納入遅延報告書

（第２３号様式）により、翌月の１０日までに知事に提出しなければならない。

第 １９ 章 融資機関の事務手数料の請求

（事務手数料）

第４７条 林業・木材産業改善資金事務県貸付金借用証書第１２条第１項の規定に基づく

事務手数料の請求は、事務手数料請求書（第２４号様式）により、翌年度の４月１０日

までに知事に請求するものとする。



- 10 -

第 ２０ 章 備付帳簿及び書類の保存

（林業・木材産業改善資金管理簿）

第４８条 事務委託機関は、貸付者ごとに林業・木材産業改善資金管理簿（第２５号様式）

を備え付け、貸付け、償還のつど記帳しなければならない。

（書類の保存）

第４９条 事務委託機関及び事務再委託機関は、次に掲げるとおり書類を保存しておか

なければならない。また、融資機関についてもこれに準じた取り扱いとし、資金に

関する書類を保存するものとする。

保 存 書 類 保 存 期 間

林業・木材産業改善資金管理簿 貸付金の償還完了後 ５年

出 納 済 通 知 票 ５年

現 金 払 込 領 収 書 ５年

振 込 金 領 収 書 ５年（指定金融機関所定の用紙）

附 則 この要綱の一部改正は、平成１７年４月１日から適用する。

附 則 この要綱の一部改正は、平成１８年４月１日から適用する。

附 則 この要綱の一部改正は、平成１９年４月１日から適用する。

附 則 この要綱の一部改正は、平成２９年８月４日から適用する。

附 則 この要綱の一部改正は、令和３年４月１日から適用する。

附 則 この要綱の一部改正は、令和５年４月１日から適用する。


